
利用者さんに請求する電気代の計算方法に関するマニュアルです。

従来は関西電力が発行する請求明細（「電気使用量のお知らせ」等）の金額が按分の対象

でしたが、施設に設置されたモニターで確認できる「消費量」×「電気代単価」を按分します。

電気代の請求額を出す際の計算式の割られる数（按分の対象）が変わりました。

Toiroラボ 電気代算出マニュアル

❶ 計算式について

❷ 計算の考え方について

❸ 計算の例

消費量 × 31.5円 ÷ のべ利用日数 = 1人1日あたりの電気代

1人1日あたりの電気代 × 個々の利用日数 = 個々の請求額

消費量 ：（Ｈの消費量 + Ｒの消費量）

31.5円 ：（電気代単価）× 90％（値引き適用）

のべ利用日数 ：全利用者にサンブリッジを加えた

　　　　　　　各々の利用日数（滞在日数）の合計値

個々の請求額 ：「利用者一人あたりの電気代」

（2,916kWh + 2,805kWh）× 31.5円 ÷ 660日 × 30日 = 8,190円

　利用者が20人、サンブリッジを1人分、全員が30日利用した場合の計算式の例です。

※モニターでの消費量の確認方法は次のページ参照。

ホーム ルーム



まず、モニターの左下にある
『メニュー』を押します。

次に「データ」のなかにある
『月』を押します。

『月』を押すと、
１カ月間で使用した電気の
消費量が表示されます。

※消費量は、必ずホームとルームの両方の分を確認して合算します。

❸ 消費量の確認方法について


